
 
 
 
 
 
 
 

第２章 計画の内容 
 

 
１．施策・事業および行動提案とは、行政の施策・事業と行政・市民・事業者が取り組む行動

提案から構成されています。 
① 施策・事業：行政が今後５年間で実施または実施を予定、今後検討する施策や事業を示

したものです。 
② 行動提案：行政・市民・事業者がそれぞれの立場から取り組むことが望ましい行動提案

を示したものです。 
２．内容によっては、問題の切り口が異なることから、複数の目標にわたって掲載されている

場合があります。 

計画書の見方 



Ⅰ 人権が尊重される社会づくり 
 

現状 
○子どもの頃から男女平等意識を育むという観点から、日野市には男女混合名簿＊を使用している

学校があります。市内の小学校と高等学校では、男女混合名簿を使用していますが、中学校では

男女混合名簿を使用している学校はありません。 

○日野市市民意識・実態調査によると、男女の地位の平等感について、『教育の場では』約半数が《平

等（48.7％）》であるとしていますが、『政治の場では』や『社会通念や慣習では』、《男性優遇（そ

れぞれ 81.9％、83.7％）》※が８割を超えているのをはじめ、その他の領域でも《男性優遇》が

半数以上となっています（図表１）。 

 

  
図表１ 男女の地位の平等感（日野市） 
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※《男性優遇》は「男性が優遇」と「やや男性が優遇」の合計 
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平等 無回答わからないやや女性が優遇 やや男性が優遇男性が優遇 

①教育の場では 
 全  体 
(N=957) 

②地域社会では 
 全  体 

③法律や制度では 
 全  体 

④家庭生活では 
 全  体 

⑤職場では 
 全  体 

⑥政治の場では 
 全  体 

⑦社会通念や慣習では 
 全  体 

日野市男女平等に関する市民意識・実態調査 平成 13 年 

 

 

 

○日野市保健福祉計画の市民意識調査[健康]によると、日常生活でストレスを感じている人は７割

を超えています。特に 30 歳代後半でその割合が高くなっています。 

○日野市の死因第１位は、男女とも悪性新生物（がん）です。日野市では、各種がん検診を実施し

ており、女性特有の疾病である子宮がん検診の受診率は 8.7％、乳がん検診の受診率は 2.2％と

なっています。 

○全国的に男性はＨＩＶ感染者の増加が著しく、喫煙・飲酒については、男性の約２人に１人が習

慣としています。女性では、若い年代ほど喫煙率が高くなっています。 

○都内では薬物事犯で約 3,400 人が検挙され（平成 14 年（2002 年））、性別の内訳をみると男

性が圧倒的に多くなっています。さらに、検挙者のうち 29 歳以下の青少年は全体の約 40%を

占めています。 
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○日野市における、夫やパートナーからの女性に対する暴力（ドメスティック・バイオレンス＊）

の実態をみると、「何を言っても無視する」といった『精神的暴力』の《経験》※がある人は 41.8％

に上るほか、なぐる、蹴るなどの『身体的暴力』や性的な行為を強要するなどの『性的暴力』を

受けている人も見られます（図表２）。 

 

図表２ 夫やパートナーからの暴力の実態（日野市） 

 

（１）何 を 言 っ て も 無 視 す る

（２）こ と ば で 口 ぎ た な くの の し る

（３）交 友 関 係 や 電 話 を 細 か く監 視 す る

（４）「だ れ の お か げ で 食 べ て い ら れ る
　　の か 」と い う

（５）「自 分 が 家 に い る 時 は 外 出 し な い
　　よ う に 」と い う

（６）大 切 に し て い る も の を 、わ ざ と 壊 し
　　た り す て た り す る

（７）な ぐ っ た り 、蹴 っ た り 、も の を 投 げ
　　た り す る

（８）な ぐ る ふ り を し て 、お ど す

（９）包 丁 な ど で お ど す

（10）意 に 反 し て 性 的 な 行 為 を 強 要 す る

（11）避 妊 に 協 力 し な い

（12）見 た くな い の に 、ポ ル ノ ビ デ オ や
　　　ポ ル ノ 雑 誌 を 見 せ る

(%)
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0 .6
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体
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※《経験》は「何度もあった」と「１、２度あった」の合計 

日野市男女平等に関する市民意識・実態調査 平成 13 年 

 
○日野市における女性相談事業のうち、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）＊等暴力に関する

相談割合は、平成 13 年（2001 年）度に急増しています。これは、平成 13 年（2001 年）に

成立した「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（ＤＶ防止法）」により、ＤＶ

被害が顕在化してきたことによると考えられます（図表３）。 
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（件） 図表３ 女性相談件数（日野市） 
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平成 13 年度までは、とうけい日野（平成 14 年） 平成 14・15・16 年度は、日野市男女平等課資料 



課題 

１ 男女平等の意識づくり 
○男女平等意識の形成には、影響を受けやすい子どもの頃から、家庭、学校等において、男女の人

権や互いの性を理解し、尊重する男女平等教育を行うことが重要です。 

○地域社会における男女平等の推進にあたり、生涯学習は大きな役割を担っています。公民館や各

種地域施設と連携し、男女平等の視点を取り入れた生涯学習を展開することが求められています。 

○メディアにおける性や暴力をあらわにする表現やそれを商品として扱うことに対する問題点を明

らかにし、女性の人権の尊重に取り組む必要があります。 

 

 

２ 生涯を通じた健康支援 
○自分のこころとからだを大事にし、両方が健康でバランスのよい状態でいられるよう心がける必

要があります。そのためには、ちょっとした不調や悩み事にも気軽に応じられる環境を整えるこ

とが重要です。 

○一人ひとりの健康が生涯を通じて保たれるよう、ライフステージ＊に応じた保健医療体制の充実

が必要です。 

○「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ＊（性と生殖に関する健康と権利）」の考え方に基づき、子

どもを産む産まないの選択、妊娠・出産等を含めた女性の生涯にわたる健康を保障し、男女が互

いの性を理解し、対等な立場で意思を尊重しあうことが重要な課題となっています。 

○学校において児童・生徒にＨＩＶ／エイズ、性感染症を予防するための正しい知識を普及すると

ともに、薬物、喫煙、飲酒等が健康に及ぼす影響について周知する機会を提供する必要がありま

す。 

 

 

３ あらゆる暴力の根絶 
○あらゆる暴力の根絶に向けて、誰もがかけがえのない存在であることを認めあうことが重要です。

そのため、人権意識の啓発に一層取り組む必要があります。 

○暴力を防止するには、まず大人が子どものモデルとなるよう自覚を持って行動し、子どもに対す

る意識啓発や教育・指導を行うことが必要です。家庭・学校・地域が連携して暴力防止に取り組

むことが求められています。 

○ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）＊をはじめ、児童虐待やセクシュアル・ハラスメント＊を

防止するために、被害者が早期に相談し、暴力を中止させることができるような相談窓口の充実

や関係機関との連携による支援ネットワークの構築が緊急の課題となっています。 
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課題の解決に向けて 

１ 男女平等の意識づくり 
 

家庭や学校では、男女の人権や性を尊重する男女平等教育を推進し、地域では、男女平等の視点を

取り入れた学習機会を充実することにより、誰もが社会で重要な存在であることを理解する男女平等

の意識づくりを図ります。 
また、男女平等や人権尊重の視点から、メディアにおける人権の尊重に取り組みます。 

 
（１）家庭・学校・地域における男女平等意識づくり 

 
＜行 政＞ 

学校で男女平等の視点にたった教職員を対象とする研修や市民・事業者参加型の男女平等に関す

る授業を実施したり、学校内の男女の固定的な役割分担による偏りをなくします。また、男女平等

に関する事業や講座を充実し、学習機会を提供します。 
 

＜市 民＞ 
日ごろから男女平等に関する意識を持ち、まず、家庭内での性別による役割分担を見直してみま

しょう。また、子どものいる方は、学校で行われている授業や行事等に参加して、教職員や市民同

士で男女平等について意見交換をしてみませんか。 
 

＜事業者＞ 
事業所内で使っている表現を男女平等の視点から見直してみましょう。また、行政や市民が行う

男女平等に関する活動に対して、従業員の派遣や場所の提供等を通じて協力してみませんか。その

際には、派遣する従業員の男女比や役割に偏りがないように配慮しましょう。 
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男女平等の視点にたった学級
経営の実施 

（学校課）
・男女混合名簿＊の使用 
・性別役割分担＊の見直し

男女平等教育に関する教職員

研修の実施 
（学校課）

総合的な学習の時間＊等にお
ける市民講師の活用 

（学校課）

男女平等に関する情報収集・
提供 

（男女平等課）

保育・学校行事への父親の参

加促進 
（子育て課、保育課、学校課）

施策・事業および行動提案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＞ ＞ ＜行政＞ 

学校
別に
か意

男女平等に関する教育の充実 
（学校課）

学校
女平

意見

は行政の施策・事業、    は行政・市民・事業者の行動提案 

学校
教育

家庭

性別
化が

男女平等の視点を取り入れた
生涯学習の実施 
（男女平等課、文化スポーツ
課、公民館、郷土資料館） 

男女平等の視点にたった書類
等の点検 

（全庁）

市民
平等
業に

男女

敏感
し入

男女
グル

動す

講師

とと
する

仕事

も学
る

＜市民
17 

教育において性
よる格差がない
識する 

行事に参加し、男
等教育について

交換する 

公開に参加して
現場を見学する 

内の役割分担が

による偏り、固定
ないか見直す

講師として男女
教育に関する授
参加する 

不平等な表現に

になり、改善を申
れる 

平等学習の自主
ープをつくり活

る

として登録する

もに、事業を活用
 

を調整して、父親

校行事に参加す

学
と

等

男
敏

学
遣
協

従

関
る

従
出
て

＜事業者
校に従業員を講師
して派遣し、男女平

教育に協力する

女不平等な表現に
感になり、改善する

習活動への人材派
や場所の提供等の
力をする 

業員に生涯学習に

する情報を提供す
 

業員が学校行事に
席することに対し
理解し、協力する 



（２）メディアにおける女性の人権の尊重 
 
＜行政＞ 

行政が発行する広報、出版物、刊行物等について、性別役割分担＊を固定化する表現や女性の性

を商品化した表現を使わないよう見直しをすすめます。 
さらに、市民や事業者が、さまざまなメディアからの情報を受動的に受けとめるだけでなく、人

権尊重の視点で情報を積極的に解釈したり、批判する力を養えるよう支援します。 
 

＜市民＞ 
テレビや雑誌等のメディアの中には、性別ごとに役割を固定化したり、商品と関係なく女性のか

らだや性を扱う内容が多数あります。メディアにおける女性の人権侵害に気づき、メディアからの

情報を鵜呑みにしないで批判的に捉える力を身につけましょう。さらに、自らの表現方法としてメ

ディアを使って発信する能力を高めましょう。 
 

＜事業者＞ 
広報誌等を作成する際は、男女不平等な表現が使われていないか点検してみてください。また、

商品と関係なく女性のからだや性を扱うような広告等をつくったり、掲示しないようにしましょう。

市民から批判があった場合は、何が問題かを認識し、改善しましょう。 
 
施策・事業および行動提案 

は行政の施策・事業、    は行政・市民・事業者の行動提案  
＜行政＞ ＜市民＞ ＜事業者＞  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

メディア・リテラシー＊の育
成 

（男女平等課）

男女平等に関する表現指針の
見直し 
＜実施予定＞ 

（男女平等課）

広報、出版物等における表現
内容の点検 

（全庁）

市民のつくる配布物
等について自己点検
する 

メディア・リテラシー
講座に参加する 

商品やサービスと無

関係に女性のからだ
や性を扱う広告を掲
示している事業所へ

自粛を申し入れる

メディア・リテラシー
能力の向上を図る 

表現指針の冊子を活

用し、身近な広告等を
チェックする 

配布物等について自
己点検する 

商品やサービスと無
関係に女性のからだ
や性を扱う広告をつ
くらない、掲示しない

表現指針の冊子を広
報誌の作成や研修時
に活用する 

メディア・リテラシー
講座に参加し、メディ
アにおける女性の人

権についての理解を
深める 
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２ 生涯を通じた健康支援 
 

「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ＊（性と生殖に関する健康と権利）」の考え方に基づき、妊娠・

出産等を含めた女性の生涯にわたる健康を支援します。 
また、こころの悩みに対応する相談体制を充実し、性別・年代によって生じる体調の変化や病気等

に関する正しい情報の提供をすすめ、男女がともにこころとからだの健康が保てるよう支援します。 
 
（１）性と生殖をめぐる健康支援 
 
＜行政＞ 

性や妊娠・出産に関する情報を提供し、自らの意思で生き方を選択できる自己決定権への理解が

深まるよう広く啓発を行います。また、学校では、保護者の理解と協力を得て、学習指導要領に基

づき児童・生徒の発達段階に応じた性教育を実施し、メディアの性情報に振り回されないよう性に

関する正しい知識の普及に努めます。 
 

＜市民＞ 
一人ひとりがかけがえのない存在です。男女がともにこころとからだの健康が保てるよう、妊娠・

出産などについて、互いの性や意思を理解・尊重しながら、自分を大切にする意識を持ちましょう。 
また、人権の視点にたち、性同一性障害等を含めた多様な性のあり方を理解・尊重し、相手を思

いやる気持ちを育むことも大切です。 
 

＜事業者＞ 
リプロダクティブ・ヘルス／ライツ＊に関する情報等を従業員に提供し、各自が家庭や職場での

人間関係において、お互いの性を理解・尊重しあうという意識を持つきっかけをつくりましょう。 
 
施策・事業および行動提案 

は行政の施策・事業、    は行政・市民・事業者の行動提案  
＜行政＞ ＜市民＞  ＜事業者＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

性の尊重に関する講座等の充

実 
（男女平等課） 

学習指導要領に基づいた性教
育の実施 

（学校課) 

性や妊娠・出産についての情

報の普及・啓発 
（男女平等課、健康課）

自分をかけがえのな

い存在と考える感情
を育む

家庭内で性について
伝えあう機会を持つ 

リプロダクティブ・ヘ

ルス／ライツ＊の理念
を尊重する 

人権の視点にたち、性

同一性障害＊等を含
めた多様な性のあり
方を理解・尊重する

従業員の一人ひとり
がかけがえのない存
在であることを認識

する 

従業員のライフステ
ージ＊に対応したきめ
細やかな健康管理 

リプロダクティブ・ヘ
ルス／ライツ＊の情報
を従業員に提供する 
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（２）こころとからだの健康支援 
 
＜行政＞ 

思春期や更年期等、また、さまざまなライフステージ＊に応じた専門相談を実施したり、心身の

健康に関するさまざまな情報の提供を行います。また、基本健康診査やがん検診を充実し、病気の

早期発見・早期治療に努めます。さらに、学校においては、薬物乱用防止に関する指導やエイズ、

性感染症等に関する正しい知識の普及を図ります。 
 

＜市民＞ 
職場や地域で行われる健康診断を定期的に受診するなどして、健康に気をつけましょう。また、

性別や年代によって異なるこころやからだの悩みは、一人で抱えこまず、気軽に専門機関に相談し

て解決方法を一緒に考えてみませんか。 
 

＜事業者＞ 
従業員が健康診断を受診するよう促したり、行政の専門相談機関に関する情報を提供して、従業

員の健康に配慮しましょう。また、性別や年代によってさまざまな病気や更年期症状があることを

理解しましょう。 
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施策・事業および行動提案 

 
は行政の施策・事業、    は行政・市民・事業者の行動提案  

＜市民＞ ＜行政＞ ＜事業者＞  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

男女平等の視点にたった「日
野人げんき！」プランの推進 

（健康課）

女性更年期外来の実施 
（市立病院）

薬物乱用防止教室の実施 
（学校課）

エイズや性感染症、喫煙、飲
酒等に関する正しい知識の
普及・啓発 

（健康課、学校課）

がん検診や基本診査の充実 
（健康課、保険年金課） 

健康増進指導事業の充実 

   （健康課）
健康づくり指導票の提供 
  （健康課、保険年金課）

思春期の相談の実施 

・教育相談室 
・スクールカウンセラー＊

の活用 

     （学校課）
女性なんでも健康相談事業
の実施 

  （健康課）

自分の健康は自分で
守る 

こころやからだの悩

みは一人で抱えこま
ず、専門相談機関を利
用する

年代に応じたからだ
の変調について理解
する 

薬物、エイズ、性感染

症、喫煙、飲酒等に対
する正しい知識を持
つ

分煙に配慮する 

職場や地域での健康
診断や各種検診を受
診する 

情報を提供し、周知を
促す 

従業員の健康に配慮
する 

従業員（男女ともに）
の更年期症状に対し
理解し、配慮する

女性・男性特有の病気
に配慮し、早期発見に
協力する 

分煙を積極的にすす

める 

健康診断の内容を充
実し、従業員の健康保
持を促進する 
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３ あらゆる暴力の根絶 
 

人権意識の啓発や情報提供等を通じて、あらゆる暴力を未然に防止する環境づくりに取り組みます。

また、昨今深刻な問題となっているドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）＊やセクシュアル・ハラ

スメント（セクハラ）＊等の暴力については、関係機関が連携して迅速な対応に努めるとともに、被

害者に対する支援・保護を充実します。 
 

（１）ＤＶの防止・対応の充実 
 
＜行政＞ 

ＤＶの防止・早期発見に向けた啓発活動を促進し、情報を提供するとともに、被害者に対する相

談事業を充実します。また、婦人相談員＊を中心とする関係機関の連携体制を整備したり、民間シ

ェルター＊等を支援して、被害者の支援や保護に向けた対策に取り組みます。 
 
＜市民＞ 

夫婦や恋人等の親しい間柄であっても、暴力は人権侵害だということを認識しましょう。ＤＶの

被害を受けている人は、ＤＶを家庭内の問題として潜在化させず、専門の相談機関をたずねてみて

ください。 
 
＜事業者＞ 

広報誌等で、ＤＶに関する知識や相談機関に関する情報を従業員に提供しましょう。また、被害

者を保護する必要性を理解し、従業員の中にＤＶ被害者がいる場合、事業者としてどのような支援

ができるのか考えてみましょう。 
 
施策・事業および行動提案 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＤＶ対応マニュアルの作成 
（男女平等課）

ＤＶ被害者の保護の充実 
（男女平等課、

子育て課、生活福祉課）

ＤＶ防止・早期発見のための
啓発・情報提供 

（男女平等課、子育て課）

民間シェルターへの支援 
（男女平等課） 

相談及びカウンセリングの

充実 
・婦人相談員＊による相談

事業 
（子育て課、生活福祉課）

・女性相談の活用 
（男女平等課） 支援を必要とする人

に相談機関を紹介す
る 

一人で悩みを抱えこ
まず、相談する 

ＤＶの知識・認識を深

め理解する 

ＤＶの予防・防止に向

けた広報を行う 

（病院の取組みとし

て）ＤＶ被害の可能性
がある患者がいた場
合、積極的に関係機関

に連絡する 

相談機関に関する情
報を従業員に提供す
る 

＜市民＞ ＜事業者＞ 
は行政の施策・事業、    は行政・市民・事業者の行動提案 

ＤＶの知識・認識を深
める 

＜行政＞ 
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（２）その他の暴力に対する防止・対応の充実 
 
＜行政＞ 

暴力防止に向けた情報提供をすすめ、暴力は人権侵害であるという意識の徹底に努めます。また、

被害者に対する支援として、警察や関係機関と連携した迅速な体制を整備し、被害者やその家族へ

の精神的負担の軽減に取り組みます。また、学校において、暴力を防止するための教育や指導を促

進します。 
 

＜市民＞ 
あらゆる暴力は人権侵害です。暴力はふるわないという認識を徹底しましょう。特に、子どもに

対しては、暴力に訴えない生き方を早い段階から教育することが大切です。もし、暴力を受けた場

合は、早急に相談機関や警察等に連絡して、被害を最小限に食い止めましょう。 
 

＜事業者＞ 
事業所内でのセクシュアル・ハラスメント（セクハラ）＊の現状について把握していますか。セ

クハラやいじめも暴力です。従業員、特に管理職に対して、暴力の予防・防止に向けた情報を提供

したり、セクハラ防止研修を行って、積極的にセクハラの予防対策に取り組みましょう。 
 
施策・事業および行動提案 

 
＜市民＞ ＜事業者＞ 

は行政の施策・事業、    は行政・市民・事業者の行動提案 
 ＜行政＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学校における暴力の根絶に
向けた教育の推進 
・生活指導の充実 

・セクハラや暴力否定の教
育の推進 

（学校課）

セクシュアル・ハラスメント
防止に向けた啓発 
（男女平等課、産業振興課）

被害者への支援の充実 
・警察・関係機関との連携

による被害者・遺族等の
支援 

（総務課）
・婦人相談員＊による支援

（子育て課）

・女性相談の充実 
（男女平等課）

親しい関係にある人
や教師等から不快な
身体的接触を受けた

ときは、拒否すること
ができるよう、子ども
に教える 

子どもの頃から非暴
力的な生き方を教え

る

セクシュアル･ハラス

メントの知識・認識を
深める 

暴力は根絶すべきと
いう意識を持つ 

危険を感じたら早め
に相談機関や警察に
連絡する 

セクハラ防止とフォ
ロー体制をつくる 

あ ら ゆ る 暴 力 の 予

防・防止に向けた広報
を行う 

相談機関や研修に関
する情報を提供する 
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